
令和 3年 3月 31日 

 

マイナンバーの提示のお願い 
 

広島県信用組合 

 

平素は広島県信用組合をご利用いただきありがとうございます。 

平成 28年 1月よりマイナンバー制度が開始されたことに伴い、金融機関から税務署に提出する

法定調書に個人番号（マイナンバー）、法人番号を記載することが法令で義務付けられました。こ

のため、平成 28年 1月以降に対象のお取引をされる場合は、お客さまからマイナンバー、法人番

号のご提示をいただく必要がございます。 

また、平成 30年 1月より預貯金口座付番制度が開始されたことから、預貯金口座に係るお客さ

まの情報とマイナンバーを紐付けて管理することが金融機関に法令で義務付けられておりますの

で、ご協力をお願いいたします。 

なお、個人のお客さまからご提示いただくマイナンバーは、法令により利用目的が限定されてい

ます。当組合のマイナンバーの利用目的は「特定個人情報基本方針」をご参照ください。 

 

記 

 

 １ 法令によりマイナンバー、法人番号のご提示が必要な主なお取引（お届けが必須） 

   

個人のお客さま 法人のお客さま 

１．国債 

２．出資金（配当額が 10 万円超のお客さま） 

３．外国向け送金等 

４．少額貯蓄非課税制度（マル優）のご利用 

５．少額公債利子非課税制度（マル特）のご利用 

６．財形預金（年金、住宅） 

１．国債 

２．出資金（配当額が 3 万円超のお客さま） 

３．外国向け送金等 

４．定期預金、通知預金、定期積金 

 

  ※住所変更、氏名変更やマイナンバーの変更が生じた場合は、マイナンバーのご提示が必要となりま

す。 

  ※マル優、マル特の限度額変更時にもマイナンバーのご提示が必要となります。 

  ※財形預金は、お勤め先にご提示いただく取扱いとなります。 

 

 ２ 法令によりマイナンバー、法人番号のお届けを依頼しているお取引（お届けが任意） 

   

個人のお客さま 法人のお客さま 

 普通預金、当座預金、貯蓄預金、定期預金、 

 定期積金、納税準備預金、財形（一般） 

 普通預金、当座預金、納税準備預金 

 

https://www.hiroshima-kenshin.co.jp/legal/#privacy_tokutei


 ３ マイナンバーのご提示の際に必要となる書類 

   

個人のお客さま 法人のお客さま 

以下のいずれかの書類をご用意ください。 

１．個人番号カード 

２．通知カードまたは個人番号が記載された住民 

票の写し等＋運転免許所等の本人確認書類 

【注 1】 

以下のいずれかの書類をご用意ください。 

１．法人番号通知書【注 2】 

２．法人番号が印刷された書類（提示日前 6 か 

月以内のもの）＋法人を確認できる書類 

【注 3】 

【注1】 写真付きでない本人確認書類の場合、2 種類の確認書類が必要となります。また、令和 2 年 5

月 25 日以降「通知カード」の新規発行・住所変更等の記載事項変更手続きが廃止されたため、

同日以降に記載事項（住所、名前など）に変更が生じた場合は、通知カードをマイナンバーの

お届けにご使用いただけません。 

【注2】 提示日前 6 か月以内のもの以外は法人を確認できる書類も必要となります。 

【注3】 法人を確認できる書類とは、登記事項証明書、印鑑登録証明書、国税・地方税の領収証書また

は納税証明書等があります。 

 

 ４ マイナンバー制度の情報（参考） 

 

マイナンバー制度に関する情報についてはデジタル庁のホームページをご確認ください。 

 

   デジタル庁「マイナンバー（個人番号）制度」 

   https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/ 

 

以上 

 

お問い合わせ先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島県信用組合 業務部 

電話番号：０１２０－７４５－５３０（フリーダイヤル） 

受付時間：平日 9:00～17:00（除く土・日・祝日、12/31、1/1～3) 

https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/

